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宝

物

徳
川
家
康
公
奉
納
の
三
条
小
鍛
冶
宗
近
銘
の
太
刀
三
振
、
大
身
槍

一
振
。
ま
た
、
本
殿
裏
の
経
塚
よ
り
出
土
し
た
古
鏡

・
経

筒
の
他
、
遠
州
報
國
隊
の
連
判
状

・
感
状
等
数
点
あ
り
。

摂
　
末
　
社

◎
並
　
　
　
宮

御
祭
神
は
伊
邪
那
美
命
、
事
解
男
命
、
速
玉
男
命
の
熊
野
三
神
で
あ
る
。
明
治
十
五
年
以
前
は
本
殿
玉
垣

内
に
あ
り
、
並
座
を
以
て
並
官
と
称
し
、
祭
典
日
、
社
殿
の
結
構
、
祭
典
の
式
に
至
る
ま
で
古
よ
り
本
社

に
準
じ
て
い
た
。
炎
上
後
は
境
内
社
の
八
王
子
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
百
年
を
記
念
し
、
昭
和

四
十
三
年
十
月
に
玉
垣
内
旧
社
地
に
復
興
造
営
さ
れ
た
。

◎
塩

井

神

社

一
一月
十
五
日
が
例
祭
日
で
、
塩
筒
老
命
を
祀
る
。　
一
宮
山
の
伏
間
地
区
に
鎮
座
す
る
。
古
来
よ
り
社
殿
の

側
よ
り
塩
分
の
含
ま
れ
た
霊
水
が
湧
き
出
し
、
病
気
平
癒
の
御
霊
験

（特
に
胃
腸
病
）
が
あ
り
、
遠
近
よ

り
多
く
の
参
拝
者
が
訪
れ
る
。

◎
全

国

一
宮

四
月
八
日
が
例
祭
日
。
延
宝
八
年
の
社
記
や
明
治
初
期
の
神
社
明
細
帳
に
よ
る
と
、
全
国

一
の
宮
の
御
祭

等

合

殿

社

神
を
主
と
し
て
七
十
三
柱

・
五
十
余
社
の
末
社
が
境
内
外
に
祀
ら
れ
て
い
た
。
な
か
に
は
長
年
の
風
雨
に

晒
さ
れ
て
腐
朽
し
た
社
殿
、
明
治
十
五
年
の
火
災
に
よ
り
消
失
し
た
社
殿
が
あ
り
、
仮
に
境
内
末
社
八
王

・
　

子
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
た
。
平
成
元
年
十
二
月
十
八
日
、
三
間
社
流
造
り
の
社
殿
を
新
築
復
興
し
、
旧
社

領
時
代
の
末
社
を
合
祀
し
た
。

境
内
地
及
び
社
殿

中
古
以
来
社
領
は
、　
一
官
の
上
の
郷

・
下
の
郷
、　
一
宮
以
外
の
円
田
に
薗
田
郷
、
森
の
太
田
郷

・
天
宮
郷
の
五
ケ
郷
三
百
六

十
町
を
領
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
徳
川
氏
よ
り
五
百
九
十
石
の
朱
印
を
賜
り
、
東
西

一
里
南
北

一
里
半
の
境
内
を
領
し
た

（社
記
及
び
諸
社
寺
御
朱
印
御
条
目
枢
要
摘
書
）
。
明
治
四
年
の
上
地
後
は
、　
一
部
を

一
宮
村
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
が
、
社
殿

近
接
地
は
、　
一
宮
村
よ
り
譲
り
受
け
境
内
地
と
な
っ
た
。
現
在
、
境
内
地
は
三
十
万
坪
に
及
ぶ
。

本
殿
は
明
治
十
五
年
の
火
災
後
、
明
治
十
九
年
に
国
費
を
以
て
再
建
さ
れ
た
。
以
前
の
三
分
の

一
の
規
模
と
な
っ
た
が
、
間

口
及
び
奥
行
三
間
二
尺
七
寸

・
高
さ
四
丈
三
尺
で
あ
る
。
本
殿
の
他
末
社

・
建
造
物
等
は
、
五
十
余
数
を
具
備
す
る
。

境
内

一
帯
に
は
丈
余
の
神
代
杉
が
鬱
蒼
と
し
て
繁
り
、
勅
使
参
道
跡
も
現
存
す
る
。
境
内
を
流
れ
る
宮
川
の
清
流
と
風
声
相

和
し
、
全
境
内
清
寂
の
極
致
を
感
じ
る
。

本
　
宮
　
山

本
社
の
北
約
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
あ
り
、
標
高
五

一
一
メ
ー
ト
ル
の
山
頂
に
は
奥
官
と
し
て
奥
磐
戸
神
社
が
あ
る
。
荒
魂
を

祀
り
、　
一
月
六
日
が
例
祭
、
五
月
六
日
が
青
葉
祭
で
あ
る
。
遠
江
国
の
中
央
に
位
置
し
東
西
南
北
国
中
を

一
望
の
下
に
来

め
、
天
竜
川

・
遠
州
灘
の
南
景
は
格
別
で
あ
る
。

社
　
　
　
職

平
安
時
代
中
期
の
永
保
二
年

（
一
〇
八
二
）
に
、
神
祇
官
か
ら
小
國
神
社
神
主
に
清
原
則
房
が
補
任
さ
れ
た

（朝
野
群
載
）
。

小
國
家
系
譜
に
よ
る
と
、
清
原
氏
は
清
和
源
氏
よ
り
で
て
当
国
に
住
し
、
小
囲
神
社
の
神
主
に
な

っ
た
と
あ
る
。
江
戸
時
代

の
神
主
の
小
國
重
年
は
、
近
世
国
学
者
と
し
て
名
高
い
。
延
宝
八
年
の
社
記
に
よ
る
と
、
社
家
三
十
二
人

・
舞
楽
人

・
社
僧

等
は
、
小
国
神
主
の
支
配
の
も
と
に
奉
仕
し
て
い
た
。
各
々
の
社
家
の
後
裔
は
、
今
に
現
存
し
て
い
る
。



神

社

名

/Jヽ
お
く

國に
じ

オ申ん
じ

社 ゃ

御

由

緒

の
概

略

鎮
　
座
　
地
　
静
岡
県
周
智
郡
森
町

一
宮
三
九
五
六
番
地
の

一

御

祭

神

大

己

貴

命

御
　
神
　
徳

須
佐
之
男
命
の
御
子
に
し
て
、
父
神
の
命
に
よ
り
豊
葦
原
の
国
を
開
発
し
稲
穂
の
稔
る
瑞
穂
の
国
に
造
り
上
げ
、
天
孫
に
国

土
を
奉

っ
た
大
功
を
称
え
て
光
睡
ゴ
従
）
町
債
ａ
鴬
概
ヽ
た
だ
針
欧
祥
と
称
え
る
。
ま
た
、
農
業

・
山
林

。
鉱
業

・
縁
結

び

・
医
薬
禁
厭
の
法
を
授
け
給
う
徳
を
称
え
て
ぇ
嚇
壼
祁
落
宅
根
ぶ
欧
３
概
ヽ
だ
睡
ゴ
が
ど
称
え
る
。
ま
た
、
難
難
辛
苦
の

修
養
を
積
ま
れ
統
治
者
と
な
ら
れ
、
国
中
の
悪
神
を
平
定
せ
ら
れ
た
質
実
剛
健
と
勇
気
を
な
え
て
章
膚
嵯
茅
ぽ
千
だ
響
利
鏡

と
申
し
、
尊
貴
を
称
え
て
甦
醜
影
信
ど
申
す
。
国
土
開
発

・
福
徳

・
縁
結
び

。
山
林

・
農
業

・
医
薬

・
知
徳
剛
健
等
の
守
護

神
と
敬
わ
れ
、
御
神
徳
は
極
め
て
高
い

（古
事
記

。
日
本
書
紀
等
）
。
ま
た
、
当
社
を
小
國
神
社
と
申
す
の
は
、
出
雲
の
大
本

宮
に
対
す
る
遠
江
国
地
方
の
呼
称
で
あ
り
、
古
来
よ
り
許こ
当と
麻ま
無
神
社

（願
い
事
を
待

つ
意
）
、
表
選
ず
社

（願
い
事
の
ま

ま
に
叶
う
意
）
と
も
称
さ
れ
て
き
た
。

御
　
由
　
来

創
祀
は
神
代
と
伝
え
ら
れ
、
上
代
の
事
で
詳
ら
か
で
は
な
い
が
延
宝
八
年

（
一
六
八
〇
）
の
社
記
に
よ
れ
ば
、
人
皇
第
二
十

九
代
欽
明
天
皇
の
御
代
十
六
年

（五
五
五
）
二
月
十
八
日
に
本
宮
峯

（本
宮
山
）
に
御
神
霊
が
出
現
し
鎮
斎
せ
ら
れ
た
。

後
、
山
麓
約
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
現
在
地
に
都
よ
り
勅
使
が
差
遣
せ
ら
れ
、

社
殿
を
造
営
し
、
正

一
位
の
神
階
を
授
け
ら
れ
た

（社
記
）
。
爾
来
、
年
々
奉

幣
に
預
か
り
、
文
武
天
皇
大
宝
元
年

（七
〇

一
）
二
月
十
八
日
に
勅
使
が
奉

幣
し
、
特
に
十
二
段
の
舞
楽
を
奉
奏
せ
ら
れ
た

（社
記
）
。
仁
明
天
皇
承
和

七
年

（八
四
〇
）
六
月
二
十
四
日
従
五
位
下
の
神
階
を
授
け
ら
れ

（続
日
本

後
記
）
、
清
和
天
皇
貞
観
二
年

（八
六
〇
）
正
月
二
十
七
日
に
は
従
四
位
下

（日
本
三
代
実
録
×
同
十
六
年

（八
七
四
）
二
月
二
十
三
日
に
は
従
四
位
上

を
加
え
ら
れ

（日
本
三
代
実
録
）
、
第
六
十
代
醍
醐
天
皇
の
延
喜
七
年

（九

〇
七
）
に
勅
し
て
社
殿
を
改
造
せ
し
め
ら
れ

（社
記
×
延
喜
式
内
社
に
列
せ

ら
れ
た

（延
喜
式
）
。
下
っ
て
第
九
十
六
代
後
醍
醐
天
皇
の
元
弘

・
建
武
の
変

以
来
、
勅
使
参
向
が
絶
え
、
神
主
が
代
わ
っ
て
其
の
式
を
行
い
、
戦
乱
が
相

次
ぐ
室
町
時
代
に
至
っ
て
も
神
事
祭
礼
を
欠
く
こ
と
な
く
奉
仕
し
、
朝
野
の

崇
敬
が
極
め
て
篤
く
、
近
世
に
至
る

（社
記
）
。

元
亀
三
年

（
一
五
七
二
）
徳
川
氏
の
目
代
武
藤
刑
部
氏
定
が
武
田
信
玄
に
味

方
し
甲
斐
の
軍
勢
を
招
き
当
社
に
そ
む
い
た
時
、
神
主
小
囲
豊
前
重
勝
は
霊

夢
に
感
じ
、
子
息
千
松
麻
呂
を
人
質
と
し
て
徳
川
氏
に
訴
え
た
。
家
康
公
は
神
主
に
命
じ
て
御
神
霊
を
別
所
に
遷
し
、
願
文

と
三
条
小
鍛
冶
宗
近
作
の
太
刀
を
奉
り
、
戦
勝
を
祈
願
し
た
後
に
、
社
頭
に
火
を
放
ち
全
部
の
社
殿
を
焼
失
し
た
。
そ
の



後
、
徳
川
方
が
勝
を
得
て
、
天
正
三
年

（
一
五
七
五
）
家
康
公
は
家
臣
本
多
重
次
に
命
じ
て
、
先
ず
本
社
を
造
営
、
遷
宮
さ

せ
、
次
い
で
同
十

一
年

（
一
五
八
三
）
十
二
月
七
日
天
下
平
定
の
報
賽
と
し
て
末
社

・
拝
殿

・
廻
廊
を
造
営
、
同
十
三
年

（
一
五
八
五
）
楼
門
を
再
建
さ
せ
た
。
慶
長
八
年

（
一
六
〇
三
）
八
月
二
十
八
日
家
康
公
は
更
に
社
領
と
し
て
五
百
九
十
石

の
朱
印
を
奉
り
、
そ
の
後
、
元
禄
十
年

（
一
六
九
七
）
に
は
将
軍
綱
吉
公
が
横
須
賀
城
主
西
尾
隠
岐
守
に
命
じ
て
悉
く
社
殿

の
改
造
を
し
、
寛
保
元
年

（
一
七
四

一
）
将
軍
吉
宗
公
よ
り
四
百
両
の
修
復
料
を
寄
進
さ
れ
た
。

明
治
六
年
六
月
十
三
日
に
至

っ
て
、
国
幣
小
社
に
列
せ
ら
れ
、
明
治
十
五
年
三
月
八
日
再
度
の
火
災
に
過
い
、
本
殿
以
下
悉

く
失

っ
て
し
ま

っ
た
。
官
命
に
よ
り
再
建
の
事
と
な
り
、
明
治
十
九
年
に
完
成
、
九
月
二
十
五
日
遷
座
祭
を
執
行
す
る
。
終

戦
後
は
昔
な
が
ら
に
遠
江
囲

一
官
と
し
て
崇
敬
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る

（社
記

・
徳
川
実
紀
）
。

ま
た
、
平
成
十
五
年
九
月
十
四
日
、
秋
篠
官
文
仁
親
王
殿
下
同
妃
紀
子
殿
下
に
は
、
御
親
拝
及
び
十
二
段
舞
楽
を
御
覧
に
な

ら
れ
、
平
成
十
八
年
十

一
月
八
日
に
は
、
神
官
祭
主
池
田
厚
子
様
が
御
参
拝
さ
れ
、
記
念
に
菊
桜
を
御
手
植
え
さ
れ
た
。

袋
示
　
典
　
日

◎
田
　
遊
　
ぺ
本
　
一
月
三
日
　
創
始
は
鎌
倉
時
代
と
い
わ
れ
、
五
穀
豊
穣

・
家
畜
安
全
を
祈
願
す
る
十
二
段
の
行
事
が
執
り

行
わ
れ
る
。
（国
選
択
の
記
録
す
べ
き
無
形
民
俗
文
化
財
）

◎
手

針

始

奴
不
　
一
月
十

一
日
　
建
築

・
土
木
の
安
全
祈
願
を
墨
打
ち
、
手
斧
式
を
以
て
古
式
に
よ
り
奉
仕
す
る
。

◎
ど
ん
ど
焼
祭

小
正
月
過
ぎ
の
日
曜
日
　
境
内
神
池

（
コ
ト
マ
チ
池
）
前
の
焼
納
所
で
執
行
さ
れ
、
無
病
息
災
の
お
は
た

き
餅
が
授
与
さ
れ
る
。

◎
御

弓

始

祭
　
一
月
十
七
日
　
社
前
に
お
い
て
、
古
儀
に
よ
り
御
弓
始
式
を
執
り
行
う
。
式
に
お
い
て
射

っ
た
矢
は
、
魔

除
け
と
な
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

◎
厄

除

大

盤
示
　
一
月
二
十
日
～
二
月
三
日
　
厄
年

・
黒
星

・
八
方
塞
の
災
厄
除
祈
願
を
執
り
行
い
、
特
別
な
御
守
を
授
与

し
ま
す
。

◎
節
　
分
　
数
不

二
月
節
分
の
日
　
古
来
よ
り
伝
わ
る
追
灘
式
に
よ
る
鬼
追
い
、
宝
槌
振
り
、
豆
撒
き
神
事
を
年
男
年
女
役

の
百
余
名
の
奉
仕
者
が
開
運
厄
除
を
祈
願
し
て
執
り
行
う
。

◎
初

甲

子

Ａ
不
寒
明
け
後
の
甲
子
の
日
大
国
主
命
の
御
縁
日
と
し
て
、
こ
の
日
は
特
に
福
徳

・
縁
結
び
の
御
神
徳
が
あ

り
、
願
い
事
が
ま
ま
に
叶
う
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
本
殿
巡
り
の
初
甲
子
神
事
が
行
な
わ
れ
参
拝
者
で
賑

わ

つヽ
。

◎
祈
　
年
　
依
不

二
月
十
八
日
　
そ
の
年
の
豊
穣
と
諸
産
業
の
繁
栄
を
祈
願
す
る
祭
典
が
執
行
さ
れ
る
。

◎
例
　
　
　
ぺ
不

四
月
十
八
日
　
御
神
霊
が
本
官
峯

（本
宮
山
）
に
鎮
斎
さ
れ
た
日
で
あ
る
と
と
も
に
、
勅
使
が
参
向
し
十

二
段
の
舞
楽
を
奉
奏
さ
れ
た
由
緒
深
い
日
に
例
祭
は
斎
行
さ
れ
る
。
十
八
日
に

一
番
近
い
土
曜
日

・
日
曜

日
に
は
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
十
二
段
舞
楽
の
奉
奏
が
あ
り
、
日
曜
日
に
は
神

興
渡
御
の
神
幸
祭
が
斎
行
さ
れ
る
。

◎
大
　
祓
　
式

エハ
月
三
十
日

・
十
二
月
三
十

一
日
　
日
常
生
活
に
お
い
て
無
意
識
の
う
ち
に
お
か
し
た

「罪
」
や

「け
が

れ
」
を
芽
の
輪
神
事
が
あ
る
六
月
の
夏
越
大
祓
と
十
二
月
の
師
走
大
祓
に
て
祓
い
、
心
身
と
も
に
清
ら
か

な
姿
に
立
ち
返
る
神
事
で
あ
る
。

◎
新
　
営
日　
欠
不

十

一
月
二
十
三
日
　
収
穫
と
繁
栄
に
感
謝
す
る
祭
典
で
、
二
月
の
祈
年
祭
と
は
対
を
な
す
。
当
日
は
近
隣

農
家
で
収
穫
さ
れ
た
米

・
野
菜
等
の
品
評
会
、
即
売
会
も
あ

っ
て
境
内
も
大
い
に
賑
わ
い
を
見
せ
る
。


